
令和６年５⽉ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関向け説明会

愛媛県保健福祉部健康衛生局健康増進課

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん

＜内容＞
１．事業の概要
２．医療機関における事務の流れ
・愛媛大学での運用について
・臨床調査個人票の書き方
・医療記録票の書き方

３．質疑応答
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〇２年以内に対象医療費が高額療養費を超えた月が助成月を含め

２月以上あること。（※R6年度から）

〇所得制限あり （年収約370万円以下）

〇国の治療研究に同意いただける方

※R5年度までは、1年以内に⾼額療養費を超えた⽉が３⽉以上あることが要件

対象医療

助成対象となる主な要件

入院治療の場合

肝がん⼜は重度肝硬変の治療で保険適⽤のもの
外来治療の場合

肝がん治療のうち「分⼦標的薬を⽤いた化学療法」「肝動注化学療法」
「粒⼦線治療」に係るもので保険適⽤のもの

※指定医療機関で⾏われた医療に限る
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所得区分
「Ⅰ」 「Ⅱ」 「Ⅲ」
「エ」 「オ」

事業の概要 ～対象要件～



事業の概要 ～対象要件～

医療費の助成
（自己負担１万円）

助成⽉を含む過去24か⽉以内（連続した２ヶ⽉である必要はない）

入院⼜は通院
１⽉目

入院⼜は通院
２⽉目

令和６年４月１日～月数要件緩和

過去２年間で１月以上高額療養費算定基準額を超えた月があれば
申請可能に。（助成対象は２月目から）

１月目超えた時点で申請
or

２月目の月末までに申請
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令和４年10⽉１⽇〜令和７年９⽉30⽇までの配慮措置
〇75歳以上で一定の所得がある方の窓口負担割合を１割から

２割へ変更。
〇2割負担への変更により影響が⼤きい外来療養を受けた方

⇒施⾏後3年間、⾼額療養費の枠組みを利⽤して、1か⽉分
の負担増が最⼤でも3,000円に収まるような配慮措置が
導入。 ※本事業の外来関係医療は窓口での配慮措置の対象

一見、高額療養費基準額を超えていないようでも、
助成対象となる場合がありますので、ご注意ください！
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事業の概要 ～注意事項～



入院治療の場合

肝がん⼜は重度肝硬変の治療で保険適⽤のもの
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事業の概要 ～対象医療～

←「実務上の取扱い」
別添３により例⽰

例⽰された医療以外であっても、
肝がん・重度肝硬変により発⽣した
ことが明らかな合併症状に対する治
療目的の入院と判断するものは対象。
※この場合は、事前に該当治療内容
を厚⽣労働省に情報提供する必要が
あるため、県担当者へ連絡のこと。



外来治療の場合

肝がん治療のうち「分⼦標的薬を⽤いた化学療法」「肝動注化学療法」
「粒⼦線治療」に係るもので保険適⽤のもの
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事業の概要 ～対象医療～

←「実務上の取扱い」
別添４により規定

入院とは異なり、上記３種の治療
関連の医療でない場合は、肝がん・
重度肝硬変治療であっても対象外。
（例︓緩和医療、肝庇護療法、全⾝
状態管理等のみの場合はNG）



指定医療機関

患者

①参加者証と
医療記録票を提⽰

患者

自己負担１万円
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原則 現物給付
新規申請・更新申請等により、
参加者証が発⾏されるまでは、
⽀払い保留等で対応が可能。

事業の概要 ～助成の方法～

入院の場合

②医療記録票に追記し
公費請求（レセプト入⼒）



愛媛県保健所

指定医療機関⼜は薬局

患者

①参加者証と
医療記録票を提⽰

④償還払い

医療機関の窓口では、通常の
一部負担⾦（１割〜３割）を⽀払
→⾼額療養費限度額を超えた医療
費は保険者（国保等）から患者へ
⽀払われる。別途手続きが必要。
※区分Ⅰ・Ⅱで外来上限8,000円の
場合、県からの償還払額は基本０。
ただし、同⽉に外来医療に関連す
る入院がある場合は、償還払いが
発⽣する可能性あり。

②請求

③審査 8

事業の概要 ～助成の方法～
外来の場合

②医療記録票に追記
レセプトは通常の保険で入⼒



＜公費の適⽤例①＞総医療費30万円、3割負担、⾼額療養費の上限額57,600 円

自己負担 公費負担 高額療養費 保険適用（７割）

210,000円32,400円10,000円 47,600円
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事業の概要 ～助成範囲～

＜公費の適⽤例②＞総医療費30万円、3割負担、⾼額療養費の上限額57,600 円
多数回該当（４⽉目以降）上限額44,400円の場合

自己負担 公費負担 高額療養費 保険適用（７割）

210,000円45,600円10,000円 34,400円
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問合せ先 ︓愛媛県 保健福祉部 健康衛⽣局
健康増進課 感染症対策グループ

電 話︓089-912-2402
ア ド レ ス︓healthpro@pref.ehime.lg.jp

様式等は愛媛県ホームページ

「愛媛県庁 肝がん」
で検索！

←QRコード

【URL】
https://www.pref.ehime.jp/page/17697.html
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臨床調査個人票の書き方
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臨床調査個人票の書き方

1
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事業説明後、
患者自身が記入
←説明時に使⽤

できる様式

臨床調査個人票の書き方
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注意事項

・患者情報、検査所⾒、診断根拠、診断欄に記載漏れがあった場合、
認定保留となる可能性あり。

・診断は ①肝がん ②重度肝硬変 ③肝がん重度肝硬変併発
の３パターン。併発の場合、「診断根拠」「診断」欄は肝がん、
重度肝硬変、両方に記載が必要。

（参考）
・「肝炎治療受給者証」の申請とは異なり、検査データ及び臨床調査

個⼈票発⾏⽇の有効期限はなし。

・期限切れ再申請の場合は、臨床調査個⼈票の提出が不要になる場合
もあるため、県担当者へ事前連絡が必要。

臨床調査個人票の書き方



15

医療記録票の書き方

基本的な記載方法

外来関係医療（別添４）
に該当する場合は○
例︓分⼦標的薬の投与や化学療法の副作⽤への治療

入院の場合も、外来関係医療に該当する医療が
⾏われた場合は「○」の記載が必要

⽉間累計
が基準額
を超えて
いれば○
※１・２

患者⽒名・性別・⽣年⽉⽇
住所・保険種別・番号記載

⾼額療養費算定基準額・所得区分
（入院・多数回・外来）記載

実際の領収
⾦額を記載
※入院で、現物給付の

場合は10,000円で
記載

10割分×負担割合
の⾦額を記載
※1円単位で記載。

実際の領収⾦額はではない。

※１・２に
○がついた
⽉は記載
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Ｂ欄の記載方法

入院で基準額を超えた場合 → （記号）入

外来で基準額を超えた場合 → （記号）外

（記号）の説明

○︓現物給付の場合
（入院が⾼療基準額を超え、事業の助成を受けた場合）

△︓現物給付以外で基準額を超えた場合
※70歳以上の外来は除く

▲︓70歳以上の者が外来の基準額を超えた場合

医療記録票の書き方
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新規申請

事例１

申請⽉から遡って
過去24ヶ⽉以内

例︓R6.5⽉申請の場合→ R4.6⽉〜R6.5⽉の間を確認
※ただし、R6.5⽉が２⽉目として助成を受けたい場合、

R6.4⽉以前の⽉から記載されている必要がある。

○が付いた⽉が
１回以上ある
※⽉間累計がA欄の「⾼額療養費算定

基準額」を超えていれば○をつける。
外来の場合は右側の「通院」欄を使⽤

「所得区分」が
対象要件を満たす

医療記録票の書き方



18

新規申請後①

所得区分Ⅰ⼜はⅡの方は、外来の基準額が8,000円であるため、基本償還払いは発⽣しない。
病院・薬局での窓口負担額が一時的に1万円を超えることもあるが、
基準額を超えた過払い分は保険者から概ね３か⽉後以降に払い戻される。
（保険者によって必要な手続きは異なるため、自⾝の加入する医療保険の保険者に問合せてもらうと良い）
※別添４に関係する入院と外来が同じ⽉にあった場合は償還払いが発⽣する場合あり。

事例１

医療記録票の書き方
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新規申請後②

医療記録票の書き方

事例２
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問合せ先 ︓愛媛県 保健福祉部 健康衛⽣局
健康増進課 感染症対策グループ

電 話︓089-912-2402
ア ド レ ス︓healthpro@pref.ehime.lg.jp

様式等は愛媛県ホームページ

「愛媛県庁 肝がん」
で検索！

←QRコード

【URL】
https://www.pref.ehime.jp/page/17697.html


